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東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
さ

れ
た
方
で
、
左
表
の
要
件
に
該
当

す
る
方
は
医
療
機
関
等
で
の
一
部

負
担
金
等
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

今
年
７
月
１
日
以
降
医
療
機
関

等
で
、
一
部
負
担
金
等
の
免
除
を

受
け
る
た
め
に
は
①
か
ら
⑦
の
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る

証
明
書
の
提
示
が
必
要
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
加
入
者
の
方
で
、
あ
ら

か
じ
め
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
方（
住
家
の
被
害
が
全
半
壊

の
方
な
ど
）に
は
証
明
書
を
６
月

中
に
お
手
元
に
届
く
よ
う
郵
送
し

ま
す
。
証
明
書
は
医
療
機
関
で
被

保
険
者
証
に
添
え
て
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
方
で
要

件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は

市
役
所
国
保
年
金
課
ま
た
は
各
支

所
地
域
振
興
課
で
届
出
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
届
出
を
行
う
際
に
は

添
付
書
類
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
の
他
の
医
療
保
険
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方
は
、
加
入
し
て
い
る

医
療
保
険
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

　

☎（
55
）５
１
０
６

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し

た
方
の
個
人
市
県
民
税
、
固
定
資

産
税
、
国
民
健
康
保
険
税
お
よ
び

介
護
保
険
料
の
う
ち
、
災
害
が
発

生
し
た
平
成
23
年
３
月
11
日
以
降

が
納
期
限
の
税
額
等
に
つ
い
て
、

損
害
の
状
況
等
に
よ
り
平
成
22
年

度
お
よ
び
平
成
23
年
度
の
市
税
等

の
減
免
を
実
施
し
ま
す
。

　

減
免
の
対
象
と
な
る
納
期
や
申

請
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
今
月
号

と
一
緒
に
お
配
り
し
て
い
る「
市

税
等
の
減
免
の
案
内
」を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
損
害

に
つ
い
て
は
、
今
回
の
減
免
の
対

象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

税
務
課
市
民
税
係

　

☎（
55
）５
０
８
５

　

税
務
課
資
産
税
係

　

☎（
55
）５
０
８
６

　

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係

　

☎（
55
）５
１
１
５

　

被
災
さ
れ
た
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
の
方
で
次
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
、
本
人
の
申
請
に
基

づ
き
、
国
民
年
金
保
険
料
が
全
額

免
除
さ
れ
ま
す
。

対
象
者

・
被
災
に
伴
い
、
住
宅
、
家
財
、

そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
、
お

お
む
ね
２
分
の
１
以
上
の
損
害

を
受
け
ら
れ
た
方
等

・
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
事
故
に
伴
い
、
避
難
指

示
・
屋
内
退
避
指
示
を
受
け
た

市
町
村
に
、
平
成
23
年
３
月
11

日
時
点
で
住
所
を
有
し
て
い
た

方
対
象
期
間　

平
成
23
年
２
月
分
か

ら
６
月
分
ま
で

免
除
申
請
期
限　

７
月
末
日

※
平
成
23
年
７
月
分
以
降
に
つ
い

て
は
、
改
め
て
免
除
申
請
が
必

要
で
す
。

※
被
災
に
よ
り
今
後
の
保
険
料
納

付
が
困
難
な
方
は
、
口
座
振
替

を
停
止
し
ま
す
の
で
、
年
金
事

務
所
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

東
北
福
島
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
４（
５
３
５
）０
１
４
１

　

国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

　

☎（
55
）５
１
０
６

　

夏
季
の
体
力
・
健
康
づ
く
り
に

利
用
い
た
だ
い
て
い
る
市
営
プ
ー

ル
に
つ
い
て
、
震
災
の
影
響
に
よ

り
、
今
年
度
は
開
場
を
中
止
し
ま

す
。

中
止
と
な
る
市
営
プ
ー
ル

　

二
本
松
市
民
プ
ー
ル（
郭
内
）、

　

岩
代
地
域
プ
ー
ル（
小
浜
、
新

殿
、
旭
、
杉
沢
）

※
お
手
持
ち
の
市
営
プ
ー
ル
回
数

券
は
、
次
年
度
以
降
も
利
用
で

き
ま
す
の
で
保
管
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

二
本
松
中
央
公
民
館

　

☎（
23
）５
１
２
１

　

岩
代
公
民
館

　

☎（
55
）２
２
６
０

医
療
機
関
等
に
お
け
る

 

一
部
負
担
金
等
の
免
除

被
災
者
の
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除

市
税
等
の
減
免

市
営
プ
ー
ル
の
開
場
中
止

要　件 添付書類等
① 住家が全半壊の被災をした 罹災証明書

② 主たる生計維持者が死亡
または重篤な傷病を負った

重篤な傷病の場合は医師
の診断書

③ 主たる生計維持者が行方不
明になった

警察等に行方不明者に係
る届出をしている事が分
かるもの

④
震災の被害により主たる生
計維持者が事業を廃止また
は休止した

事業を休止・廃止したこ
とが分かる書類（税務署
に提出する廃業届等）

⑤
震災の被害により主たる生
計維持者が失業し、収入が
ない（失業給付を受けてい
る場合は該当しません）

離職日、離職理由等が分
かるもの

⑥
福島原発の避難指示地域ま
たは屋内退避指示地域に指
定された

添付書類は不要です

⑦
福島原発の計画的避難区域
または緊急時避難準備区域
に指定された



仮
設
住
宅
で
入
居
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す

県
に
よ
り
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る
応
急
仮
設
住
宅
の
一
部
が

完
成
し
、
入
居
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

建
設
場
所
や
建
設（
予
定
）戸
数
は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。

建設場所・戸数
建設場所 建設（予定）戸数 建設場所 建設（予定）戸数

郭内公園グラウンド 100戸 杉田住民センターグランド 33戸
塩沢農村広場 98戸 杉内多目的運動広場 234戸

岳下住民センターグラウンド 64戸 杉田農村広場 64戸
旧平石小学校跡 82戸 大平農村広場 66戸
安達運動場 244戸 永田農村広場 54戸

建設技術学院跡 30戸

市内では最大規模となる安達運動場の仮設住宅市内では最大規模となる安達運動場の仮設住宅
(６月15日現在建設中)( ６月15日現在建設中)

完成した岳下住民センターグラウンドの完成した岳下住民センターグラウンドの
　仮設住宅(６月３日撮影)　仮設住宅(６月３日撮影)
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も
と
み
や
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

 

で
受
け
入
れ
る
品
目

・
塀
等
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
ブ
ロ
ッ

ク（
鉄
筋
の
な
い
物
で
お
お
む

ね
直
径
30
㎝
以
下
の
も
の
）

・
壁
等
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
ブ
ロ
ッ

ク（
鉄
筋
の
な
い
物
で
お
お
む

ね
直
径
30
㎝
以
下
の
も
の
）

・
瓦
等（
番
線
お
よ
び
針
金
の
な

い
も
の
）

・
柱
等
の
木
材（
長
さ
60
㎝
以
下

で
太
さ
20
㎝
以
下
の
も
の
）

・
土
蔵
等
の
壁（
燃
え
る
も
の
お
よ

び
金
属
等
の
含
ま
れ
な
い
も
の
）

・
石
膏
ボ
ー
ド
等

・
断
熱
材
等

※
た
だ
し
、
被
災
し
た
個
人
住
宅

か
ら
で
た
も
の
に
限
り
ま
す
。

も
と
み
や
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

 

で
受
け
入
れ
で
き
な
い
品
目

・
事
業
所
等
の
建
物
か
ら
で
た
廃

棄
物

・
住
宅
お
よ
び
塀
の
基
礎
部
分

・
鉄
骨
柱
等

・
鉄
筋
入
り
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、

ブ
ロ
ッ
ク
等

※
住
居
内
の
家
財
等
は
、
災
害
ご

み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

災
害
ご
み
を
も
と
み
や
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込
む
場
合
の

必
要
な
手
続
き
方
法
は
、
下
表
の

と
お
り
で
す
。

　

下
表
②
の
場
合
は
、
事
前
に
市

役
所
生
活
環
境
課
に「
災
害
瓦
礫

受
付
調
書
」の
提
出
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

　

手
続
き
に
は
日
数
が
か
か
り
ま

す
の
で
、
余
裕
を
持
っ
て
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
震
災
以
降
、
少
量
の
災

害
ご
み
で
あ
れ
ば
、
指
定
袋
以
外

の
袋
で
収
集
可
能
と
し
て
い
ま
し

た
が
、
７
月
１
日
以
降
は
指
定
袋

以
外
で
は
収
集
で
き
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
手
続
き
…

　

生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

　

☎（
55
）５
１
０
３

７
月
か
ら
災
害
ご
み
の
処
理
方
法
が
変
わ
り
ま
す

震
災
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
ご
み
の
処
理
方
法
が

７
月
１
日
か
ら
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

解体方法 廃掃法区分 運搬搬入方法 必要書類・備考

① 居住者が自ら
解体した場合

一　般
廃棄物

居住者が自ら搬入
必要書類なし

（居住者が同乗せず、親戚や
知り合い等の搬入の場合受入
不可）

一般廃棄物許可業者に依頼し
搬入
親戚や知り合い等の車両に居
住者が同乗し搬入

②
建設業者等が解体し
た場合（特別受入を
認めるもの）

産　業
廃棄物

居住者が自ら搬入 ｢罹災証明書（写）｣＋
｢受付調書（指示書）（写）｣
（受付印が押印してあるもの）

建設業者等（居住者が同乗）が
搬入

※１日の合計搬入量は10t以内　※搬入車輌は４t車以内


